
び ん性 による 能 の復職  
と とのシー レスな連 についての 考  
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 高次脳機能障害に対する就労支援について、 の支援

機関が して支援を行っていくことは 可 とされてい

る1)。各就労支援機関と し、就労に った支援事例の

報告も 見される。しかし、 機関から就労支援機関を

て復職に がるまでの、一 のシームレスな支援の れ

を示した事例の報告は見 けられない。 、 機関か

ら就労支援機関へのシームレスな を て復職に がっ

た事例を した。支援 を後方 的に検 し、シーム

レスな を行う上でのポイントについて を べる。 

 

 例 

44歳男性（ 会社 務、 ）。 年 務 に

かれ （業務労 ）、 まん性 。

月 復 病 にて入 リ リ。 月 当 にて外

リ リ 。 理学的所見 表 )は、外 リ

リ開 当 において、記憶障害（ 性記憶、 生）、

注意障害（選択 分 性注意、 理 度）、 労

が 。 例の特 として、記憶 注意の パシ

（ ）が く、また 労が記憶 注意機能に を

きたしやすい であった。本人、 とも復職を して

いるが、復職に際して を えていた。 

表  経 理 的  

 月 外 リ 開 ) 

I -  性I 84 動作性I 57 I 68 

理解99 知 合61 作動記憶65 

理 度52 

M -  57 87 一般61 

注意87 50 満 

M  プロフ ール 7 24点 度記憶障害 

スクリー ング 5 12点 

M  81 正 ) ：179 ) 

 年 補正88点 分 平均下  

 

３ 復職 経過 

 支援 を第 第 に示す。 

(1) （ 1 ） での  

 月 復 病 の 調 に際して、高次脳機能

障害支援センター（以下「当支援センター」という。）へ

入 があり、復職に際したアセスメントを実施した。

この時点では、 業務労 であり 職 間は特にないと職

場から われている といった から、復職までに時間

的 予があることが分かり、 後は外 リ リ を

めた。 

外 リ リでは、認知機能や障害の自 認識向上、代

手段 得が図られた。また、 後の 動手段として、

共 通機関利用練習が進められ、 ス通 が可能となった。

当支援センターでは、復職に際したアセスメントも し

て行い（表２）、労 の 定までの 間を した上

で、 より２年内での復職を目 とした。しかし、復職

時の業務内 について、職場は 業務をイメージしてお

り、この時点では具体的に決まらなかった。 

表  復職に際したアセスメント  

時間的

予の 

確認 

職 間 労 終了後 定後)は会社

定の 職 間 月

２ 月 職) 

所得保障

間 

業務労 による 業補

定まで) 

職場の 

入れ 

 

職場意見 っくり していい 

復職プロ

グラム 

リ リ出 はできるか うか

とも えない 

必要な 

能力 

の仕事ができるか うか

の は わない) 

復職支援

事例 

を て復職してくる

ケースは めて 

(2) （ 1 ） 行  

外 リ リにて、 生活リ ムの 定、 動

手段の 得、障害の自 認識の向上といった職業 性が

ったので（表３）、 15 月 就労 行支援事業所

（ つ きの ）へと当支援センターから 合わせた。

就労 行支援事業所では、 仕事をするための体力（作

業 性）の向上、代 手段やコ ュ ケーションス ル

の実践活用、障害の自 認識を めるといった、職業

性をさらに向上することを目 とした。 

 利用開 当 は 労の から 労が かったが、

に作業 性が し 労も軽減してきた。しかし、一

度の口頭指示での理解の困難さ（注意 記憶障害）や作業

ス ー の さ（ 理 度低下）といった課題が生じてい

－40－



た。一方、 り し行い体感的に身に くことで作業が

できるようになっていく といったことがわかり、就労能

力のアセスメントにも がった。 

( ) （ 1 ） 行

職業センター  

 就労 行支援事業所利用にて、作業 性や障害の自

認識の向上といった職業 性がさらに向上したので（表

３）、外 リ リと就労 行支援事業所を 用しつつ、

18 月 復職目 の 年 ) 障害者職業センター

（以下「職業センター」という。）へと当支援センターか

ら 合わせた。職業センターでは、職業 で就

労能力の 査、職業 支援で障害の自 認識や代 手段

活用の を目 とした。 

職業 支援にあたっては、職業センターを に、職

場に対して復職時の業務内 の り出し作業を ポートし

た。 果、復職時の業務内 を 業務 社内 業務と

事務補 へと変え、模擬練習を行っていくことになった。

注意 記憶障害の から口頭指示だけでは作業に けが

生じるため、メモや手 書活用を し、 労に対して

はタイマーを使って 時間を設けるな 、障害の自 理

解を しつつ、代 手段活用の定 を図った。 果、

分な点は るものの、メモや手 書の活用やタイマーによ

る 時間の管理が定 し めた（表３）。 

表３ 職業 性の変  

 外 後 就労 行後 支援後 

 定   

生活リ ム 定   

通 手段 ス利用   

作業 性 明 1 職務可  

仕事の意  あり   

対人  題なし   

き段  体 的 予 的  

体 的 き： と 体 を つけることが可能 

 予 的 き： を予 して対 できる 

( ) （ 2 ）リ リ 復職  

 25 月 職場、労働 署の了解を た上で、

職業センターを にリ リ出 を組み てた。リ

リ出 は、就労 行支援事業所と障害者就業 生活支援

センター（ っとわーく）が、定 的に職場 を行い、

報で課題を 理、各支援機関と情報を共有しながら本

人 職場のフォローアップを行った。 

 リ リ出 では、 労に対して に 務時間

を やし、アラームで 時間を管理することで

に 労をコントロールできるようになった。また、注意

記憶障害の から 作業の けが生じていたため、手

書の活用を した。手 書を活用する で に手 き

記憶へと 行し、業務の 定へと がっていった。 

 31 月 （ より約２年 ） 置 にて復職。

復職後３ 月は職業センターからのジョブコー 支援

を に、就労 行支援事業所や障害者就業 生活支援セ

ンターが 入してフォローアップを行い、 月以 は障

害者就業 生活支援センターがフォロー 予定である。 

 

４ 考  

 復職に った要 としては、 職種が関わる で、

シームレスな が行えたことが ーであったと える。

以下、シームレスな を行う上でのポイントを べる。 

(1) での  

 発 後の復職支援のスタートは 機関である。

復職には 機関の からの働きかけが 要とされてい

る2)。 機関では、 身機能や 改善に目が向きがち

だが、 職 間 所得保障 間 について からアセス

メントを取り、以 の復職支援の見 てを作ることが求め

られると える。 

(2) の  

 機関と職業センターにおける 上の課題が報告さ

れており3)、 復 病 後すぐに、就労に向けた

が 分なまま職業センターに復職支援の があったな

具体的な報告もある4)。シームレスな を行う上では、

職業センターのみならず、各就労支援機関の機能を理解し

た上で、職業 性およ 復職 に合わせた適 なタイ

ングで、 機関から就労支援機関へ 合わせていく

ことが必要と える。 

 

 結  

内の としては、 機関と就労支援機関の が

分とは えない。 年度より 高次脳機能障害に対する

職種事例検討会 を実施しており、 後当支援センター

として、 内の 機関 就労支援機関のシームレスな

体 を図っていく。 
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能 の ・ 復 に けて での  
で ること の 目と  

 

平  （特定 利活動法人 っ の森 理事 就労支援センター っ  ー ス管理 者） 
 

  に 

特定 利活動法人 っ の森では、2007年 月から就

労 行支援事業所として、就労支援センター っ （以下

「 っ 」という。）を開 し、 年で12年が 。当

から「自分を知る」「仕事を知る」「 業を知る」を ー

マにトレー ングを実施。障害や病 からくる「生き ら

さ」に り いながら「その人らしく」「できること」を

事に、 の目 に向かって取り組んでいる。 

 

 今 の 表の目的と  

2007年からの12年間で、これまでの利用者 は、 べ

170 （ 利用者 ）。その主となる障害種別の内 は、

高次脳機能障害113 （66 ）、知的障害40 （23.5 ）、

発 障害 （2.9 ）、 障害 （2.9 ）、身体

障害 （2.4 ）、若年性認知 ３ （1.8 ）となって

いる。 

利用者の内、高次脳機能障害者の利用者は事業開 か

らの 年間は年度平均6.6 （50.1 ）であったが、

年間は年度平均11.2 （82.5 ）となっている。 

 、 っ を利用している高次脳機能障害者113 の

について、 とこれまでの取り組み、そこから え

られることを報告する。 

 

３ 能 の 用  

(1) と  

事 等による頭部外 26 （23 ）、脳出血23

（20.4 ）、脳 17 （15 ）、くも 下出血13

（11.5 ）、脳 11 （9.7 ）、脳 等21

（18.6 ）、 明２ （1.8 ）。 

障年 は、10歳 満 （6.2 ）、10代12

（10.6 ）、20代19 （16.8 ）、30代26 （23 ）、40

代27 （23.9 ）、50代19 （16.8 ）、60代２

（1.8 ）、 明 （0.9 ）。 

向として、頭部外 者は10代から30代での 障が く、

脳内出血者は30代後 以上での 障が くみられた。 

(2) 用  

10代 （0.9 ）、20代17 （15 ）、30代29

（25.7 ）、40代33 （29.2 ）、50代30 （26.5 ）、

60代３ （2.7 ） 

( ) 用 での  

年 満23 （20.4 ）、 ２年 満19 （16.8 ）、 

２ ３年 満22 （19.5 ）、３ 年 満13

（11.5 ）、 10年 満 （6.2 ）、10 20年 満

17 （15 ）、20年以上11 （9.7 ）、 明1

（0.9 ）。 

利用までの年 が い方は、 時 の 障や高次脳機

能障害の認知度がまだ低い時 の 障の方である。 

( ) 性  

男性94 （83.2 ）、 性19 （16.8 ）となっており、

的に男性の利用が い である。 

( ) 手  

保 福祉手 70 （62 ）、身体障害者手 25

（22.1 ）、 保 福祉手 ・身体障害者手 13

（11.5 ）、手 なし （4.4 ）。障害者手 のない

方は主 の 書にて っ を利用。 

 

４ との連  

っ につながるきっかけでは、 機関43

（38.1 ）、障害者職業センター15 （13.3 ）、 所等

の行 機関14 （12.4 ）、自 練 （8.0 ）、

支援事業所 （6.2 ）、能力開発 （4.4 ）、

ロー ーク （3.5 ）、 11 （9.7 ）、その

（4.4 ）。 

機関と関わることで、 の と理解、適 な対

につながる 、可能な りケース会 や の を実

施。また、 情報である、 書やリ リ ーション

報告書を一 に確認することで、本人の病識の や

必要なトレー ングへの きにつながりやすくなった。 

必要な時に必要な や対 をする に、 な 場、

関 者との が 可 である。 

 

 の プ グ について 

(1) プ グ の  

の に、 を目的に取り組むのか、やらされているの

ではなく、自分でやることを決めて取り組む。 

時間、各プログラムの開 時に、目的の確認をしてい

る。 時間 じことを確認しながら、プログラムの意 を

知り、取り組む。そして、トレー ングとして取り組みな

がら改善の手 たえをつかむ。手 たえを う得るか、自

分の に う き、工夫につなげられるか。その に、

なプログラムを通して きを 事にしている。 
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(2) の  

記憶の補完や段取りの確認として、 がメモリーノー

トを使用し、メモの習 につなげている。必要性を感じて

なくても、 に メモリーノートを確認する時間をプロ

グラムと設けている。「後で書く」や「 えているから

夫」では定 が難しい。 間の記 や予定等を で確

認することで、 れていることへの き、書いていたこ

とで に った 、 り し実施することが習 に

つながりやすい。 終的には、予定や仕事内 等を し、

情報の自 管理ができることを目 としている。 

作業 では、 ーク ンプル を取り入れ、

から 練 を実施しながら、その方の得意 得意や特性か

らくる 向を確認している。 

遂行機能のトレー ングとして行事を年３ 実施。 時

のみ指定し、その の実施内 に関すること、 をやるか

と担当するか予 や段取りは うするかは で し合っ

て決めていく。発 力のある方の意見に っ られたり、

イメージがつかなく 度も じことを いてはその 度意

見や方向性が変わる、 者との り合いをつけることが難

しく し合いへの参加が難しくなる等、 な を み

実施となる。実施後の り りでは課題となるような意見

はあまり出ないことが い。それでも、約 月

かけて し合うことで、 の きや変 は見られる。 

支援においては、 な予 （想定）はするが、 り

をした はしない。本人が かに困る、できないことに

することで、 うすれ さそうなのかを え、

くことで次へのス ップ、トレー ングにつながる。そし

て、できたことは みとしていく。 

 

 に向けての活  

ロー ークは っ から 15 20分 の場所にある

、 っ の活動時間の で行き「就職に向けて」という

プログラムの で活動報告をする。 に 業見学や実習の

実施報告も行う。報告の から情報を得たり、就労に向け

て動き出すきっかけになることも い。 

でも、実習は きな効果がある。体力、脳 労、指示

理解、段取り、記憶、注意、集 等、 なことが確認で

き、仕事の を取り すとても な場である。 

 

 能 の 用  （ 用

の1 ）の  

終了時の は、次のとおり。 

一般 業就労者39 （40.6 ）、復職者15 （15.6 ）、

就労 型15 （15.6 ）、就労 型 （8.3 ）、

障害者職業センター 練３ （3.1 ）、 ・求職活

動２ （2.1 ）。 の や 事業所への 動、

等による 所者は14 （14.6 ）。 

 

  （復職・Ａ 事業 ）  

(1) での 用  

３ 月 満 （7.2 ）、３ 月20 （29.1 ）、

16 月11 （15.9 ）、17 24 月32 （46.4 ）、

31 月 （1.4 ）。 

いずれの就労形 でも、利用 間は17 24 月が い。 

(2) 職  

一般 業就労者39 、事務補 が12 （30.8 ）と

も い。次いで 施設での や環境 ・補 業務が

（15.4 ）となっている。 は、学 や 所等の行

機関、 業務、工場内 、 での ック ー 作

業や 出し作業、自動 メーカーでの 作業、 で

の調理 の業務に 事している。 

復職者は、職種や働き方が変 となる方が い。 業か

ら内 （事務補 等）への変 。 が上 になる場合も

ある。 情的な り合いをつけるまで、時間がかかる方も

いるが、できなくなったことよりもできること、工夫や

によってできることを し、伝えていく必要がある。 

支援者は、障害や病 への理解とともに、会社の仕組み

や仕事に関して知ることが 事であり、会社との調 力が

求められる。 

( )  

務開 月に 成していない３ を いた、66 、

月の 就労者は59 で89.4 の定 となっている。 

高い定 は、 っ の ーマである「自分を知る」

「仕事を知る」「 業を知る」から える仕事のマッ ン

グと自 決定、そしてフ ローアップと える。 

( ) フォ ーアップ 

っ では年 「 会」を実施。 25 35 の

業した が参加。 利用者が に きたいことを げ

かけ えて く。 も仕事場では伝えきれないこと

を す。そこには アの きな力が発生する。 

「 会」以外でも、仕事の みや帰り、通 後等に

っ に ち る方が、月 10 にもなる。いつでも

を出せる、 ができる、 らっと ち った時に でき

る場となっているようである。 

 

【連絡先】 

平   

特定 利活動法人 っ の森 就労支援センター っ  

el：022-797-8801 

e-mail： op@mirror.o n.ne.jp 
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に ける 能 及び 身 の復職 の1例 
 

  （ 手 社会福祉事業  手 育センター 障がい者支援部 生活支援 ） 

 （ 手 社会福祉事業  手 育センター） 

田  ・  （ 手 社会福祉事業  手 育センター 障がい者支援部） 
 

  に 

身体障がい者が就労する際は、 動麻痺・高次脳機能障

害な の機能障害だけではなく、生活環境や ・

、仕事の内 や職場環境、職場の理解な な が

く関わってくる。また、 人によって障害による困難さ

や能力、とりまく環境が なるため、 に合わせた支援

を行う必要がある。 

例は、当施設の利用開 より、復職の があった。

しかし、 出血により、 度の左 麻痺と高次脳機能

障害を しており、また、自 が低く実際のできる能

力との がみられた。そのような の 、自 練（機

能 練）から就労 行支援を 的に利用した 果、自身

の能力に き、教 （ 職）への復職を行うことができた。 

約 年 の 入と 例の身体・ 的変 について、

のように各関 機関が して支援を実施したか、 例を

通して報告する。 

 

 理  

本 例報告については ルシン に き、目的と

、 人情報の保 に関する説明を 本人と へ書

と口頭にて行い署 にて 意を得た。 

 

３ 例  

（ ）50代 男性 

（ ） 出血 

（ ）左 麻痺、高次脳機能障害 

（ 成）発 は一人 らし。 は ・ と

人 らし。 

（職業経 ） 学 教 に 事 

（ニード）身体機能を向上させ、 終的には職場復帰を目

指したい。 

（ ）平成 年10月10 後に 務 の 学 へ仕事

に行く。職 で仕事をしていた際に、左 身の 力を

自 され、保 の ッ で んでいた。そのまま動け

なくなり、11 明に が本人を発見後に 要

し、Ａ病 に する。頭部 で 出血（ 分

、血 37 ）を認め 入 となる。12 に開頭

血 を施行する。 年11月 にＢ病 へ 復

リ リ ーション目的で する。平成 年３月13

に自 へ となった。 年 月11 より当施設の利用

を開 する。開 当 は ３ の利用であったが、

に利用 が え、 終的には の利用となった。 

（職場 の情報）発 から 年は病 い。以後３

年間は 職可能な 間である。また、復職の際は の

へ ることが である。 

  

４ リ リ ーション  

（身 能・ 活 作） 

動作：自 （麻痺 には 可） 

入 動作： 体、 時に が必要 

事動作： 事は自 。 等は が実施。 

行動作：下 具（ O） c 使用し施設内の 

行は自 している。 

その ： 労性あり（身体・ 的 労） 

利用 ー ス：通所リ リ ーション（ ） 

リ リ ーション（ ） 

（ 能 ） Ｂ 入 に  

軽度の注意障害を として、記憶障害・遂行機能

障害・ 間 な の高次脳機能障害が認められる。 

（作業遂行能力）一度 い むと や行動を り える

ことが 手であり、おかしいことに いても 確認す

る等の適した行動をとることが出 ない場 がある。

時の での見 りや見 としな の スが生じやすく、

労時は の さが しやすいため、情報 の

と見 しの が必要。 

 

 経過 

(1) （ 能 ）  

平成 年 月より機能 練 ー スを利用開 する。開

時に本人より、「左手で教 書な を ちたい」「 書

が出 るようになりたい」「 や 具を使わずに 段の上

り下りも めて きたい」と があった。そこで、 時

点で出 る動作、なんとか出 そうな動作、出 ない動作

の確認を行った（表）。 

利用開 ２ 月では、体力 くりと 行動作を

に練習を行った。 く が くなると 労感と一 に麻

痺 上肢の の 進が見られやすく、左 への らつ

きも見られるようだった。 別練習以外でも、本人と自主

練習のプログラムを え行った。また、支援会 を行い進

捗 の確認を行った。 事業所とも し、入 動作と

の り りについては通所リ リ ーション、

行やストレッ については リ リ ーションと
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を分担しながら支援を行った。 

３ 月では、 行時の と下 具が外れ入 等の

動作も自 レ ルとなった。麻痺 上肢・手指は軽度の改

善が見られ、軽い であれ って することができた。

そこで、ノートな を麻痺 で しながら 麻痺 で

書する練習を開 した。 書練習開 時は に字が っ

てしまっていたが、 り すことで に左 へ書くこと

ができるようになっていた。 

本人の により、平成 年 月より就労 行支援へ

ー ス り えを行う。 り え後も して行って

しいと本人と就労 行支援担当者より要 があり、その後

も して支援を行った。 

表 

 
 

 
 

   

を  の  の  

 を  ス ー  

   

   

 

(2) 行 のサー ス変更 

平成 年 月より、就労 行支援へ ー スを り え

る。しかしながら、麻痺 の 動等、 的な機能 練を

実施したうえで、就労 行支援を行う。 

復職後に活用できる形で、 業 を行う。ノート

パソコンにて、 、 理、 について、それ れの

作成を進める。遂行機能障害にて、 的な 作成が

難しい場 が発生したため、月 で を て、遂行す

ることを支援する。また、 に一度、職 を対象にした

業を実施する。そのことで、発障後の 業実施について、

自信をもてない が いていたが、 り し 業を実施

することで、次第に自信を形成していった。 

( ) 復職に る で 

本人、 、援 実施者、学 、ケアマネジ ー、

リ リ ーション（ ）、通所リ リ ーション

（O ）、就業・生活支援センター参加のもと、定 的な

支援会 を実施する。 

支援会 にて、復職までの れ、学 での合理的 、

場所の設定等について し合う。また、支援会 参加者

対象に 業を実施し、学 等から を ける。 

就労 行支援を利用した当 は、本人のなかで、復職後

の業務遂行、一人での生活について、イメージが てない

であった。そのため、定 的に支援会 を実施するこ

とで、イメージ形成を図った。また、各関 機関の を

明確にすることで、本人が できる支援体 の確 と、

復職後の れ目のない支援体 を した。 

平成 年11月に 所し、その後、学 が した実習

を行い 年２月より復職することができた。 

 

 と  

、機能 練から就労 行支援を実施した 果、復職

（一般就労）までの一 の れを した。機能 練によ

り身体機能が向上し、本 例が で できる 能力に目を

向ける変 をもたらした。しかし、身体機能の向上は見ら

れたが、実際の就労場 に求められる能力とは かと む

ことがあった。 田 は、 は自分の知識や そし

て就労支援に対する組 の体 を認識し、その に じ

て自分ができること・しなけれ ならないこと、 の 門

的な施設や職種に しなけれ ならないことを明確に

する必要があると べている。 

就労 行支援で 業 の 、 業の実施を通し

て、できること・しなけれ ならないことを明確にした。

また、支援会 を実施することで、各関 機関の を明

確にして することで、支援体 の を図った。 

できる とは 能力で行えていることである。 別の

練を通して自身で くことも 要である。「できな

い」と っていたことが出 たという成 体 の積み

により、新たなことに する意 になり、 できること

に目を向ける機会が えていくと える。 

本 例を通して身体機能の向上と関 機関の した支

援を実施することで、自信や就労意 を高めることに が

ると われた。自 練（機能 練）が就労 行支援の一

を担うことで就労の可能性を げられるのではないか

と える。 

 

 今後の課題 

就労 行支援をイメージした際、職場実習の実施、就

業・生活支援センターや ロー ークとの した支援を

イメージすることが い。それらの の で、 法 等

が行っている「動作ア イス」や「模擬動作練習」等も

一つの就労 行支援となりうると える。 後、機能 練

と就労 行支援が した支援を定 させるために職種や

作業内 ・対象者に じた支援を実施していく 性が必

要と える。 

 

【参考文献】 

) 田正  障害者の就労支援 理学 法学第42 第4号

360-364 2015 

 

【連絡先】 

  手 育センター障がい者支援部 

e-mail：s osok i r ouiku  
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能 の方の復職 に向けての実践報  

の と課題  
 

井   （ O法人クロスジョブ クロスジョブ  就労支援 （作業 法 ）） 

 美（ O法人クロスジョブ クロスジョブ ） 

     （ O法人クロスジョブ クロスジョブ 野） 

田 和   （ O法人クロスジョブ） 
 

 に   

障害者雇用 の き上げに い、障害者雇用について

年 している 、高次脳機能障害の方の復職支援は働

き方改 の であるといえる。また、高次脳機能障害の方

は発 を機に身体 、高次脳機能 共に以 出 ていたこ

とが難しくなってしまう に する。障害を負った上

で めていた職場に復帰をするということは自 定感の

得、自信の 得につながることが える。 対に障害

に復職が実 しなかった、復職したが が き解雇と

なった場合の 感の さは に想 が出 、その後の

人生においても きく左 することが えられる。 

2017年度より 職 の方の就労 行支援事業所利用が可

能となり、 的に に就労 行支援事業所を利用して

の復職支援に広がりをみせている。 

しかし の としては復職 の方の利用が 可

されていない にある。クロスジョブ の支援 で

ある 、 、 でも 職 の方の復職に向け

た支援の が関 機関から かれているが、 を

けるまでにと まっており、 きな 題と える。 

、 職 の高次脳機能障害の方の就労 行支援事業

所利用の実 に向けて当事業所の取り組みと の課題を

報告する。 

 

 ク スジョ について 

 就労 行支援事業所クロスジョブは本部を に え、

2010年より事業を開 している。クロスジョブ は か

所目の事業所として2017年 月より開設となった。2019年

月の段 で19 の高次脳機能障害の方が利用し、うち

が就労 所している（図 ）。年代別 の内 として

は きな りはなく20代から60代までの な の方が

利用されている（図２）。 としては 的に病 か

らの が く見られている（図３）。 

 

図  ク スジョ  

 

 

図  の  

 

 

図３  

 

３ の課題 

 上記で げたように、高次脳機能障害の方は 機関

（病 ）からの が く、入 の方や外 リ リ

の方が を めている。 職 で復職支援として利用可
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能かという も く2017年開所 から2019年 月 の段

で約40 くの を いている。 

クロスジョブ事業所がある 、 、 取

に関してはすべてにおいて復職支援での利用 可

が下りている であり実 も見られ めている。高次脳

機能障害の方が 利用しているクロスジョブ 野では、

度改正された2017年から2019年 月 の段 で高次脳機

能障害18 の方が利用となり、うち復職支援目的での利用

は 。 が復職されている。クロスジョブ 田では

2019年 月より復職支援の け入れを開 。 か月の段

で の復職支援利用が開 となっている。うち が復

職となった。クロスジョブ では障害者職業センターの

支援を利用後、事業所利用となり、 的に復職支援

を行っているといった事例も見られている。 

 しかし 1）の見解としては 職 で復職見 みのあ

る方については として就労 ー スの利用は 可し

ないものと提 しており、対象となる方がいる場合は

ロー ークや、リ ーク支援を行っている 機関での利

用、障害者職業センターでのリ ーク支援、 支援を利

用するよう指示されている。しかし実際は、リ ーク支援

を行っている病 、クリ ックは の方を対象とし

たプログラムが く、内 が必ずしも高次脳機能障害の方

にマッ するかというと が る。またリ ーク支援を

行っている 機関2）から での就労支援から開 し、

に就労 行支援事業所等での支援にシフトしていくこ

とで、 リ ークでは 分となりがちな職業的就労支

援を 施設と し、それ れの機関の を補完し合い

ながら、一人の利用者に関わって行く必要がある。 とい

う意見も かれている。 

 障害者職業センターの利用も進められているが、３か月

の 支援終了後、就労 行支援事業所を利用し支援を

出 ないかという も かれている。 

そんな で での復職支援が出 ない は な

題と えるのではないか。 

 

４  

 の の課題に対し、関 機関に 題提 として

発信させていただいた。以下に各関 機関の動きを す

る。 

(1)  

 高次脳機能障害の 点病 の支援コーデ ネーターの方

の かけで のソーシ ル ーカー協会の協力の 、

を対象にアンケート調査を実施。 職 の方、復

職を目指す方の り こしを行った。アンケートは ッ

ク方 を使用し、対象となる 者の に合わせて し

ていただいた。設 の内 としては 年 性別

病 の 者 人の の き取りの 、 入 の支

援方法 業調 の有 な の入 の支援内 や

後の方向性 職になった場合の理 な

後の 果の を行い、 の 機関で 務している

ソーシ ル ーカーへ し対象者の り こしを行って

いる。 

 段 でアンケートの実施を開 したところであるため

後 を報告していく。 

(2)  

 脳外 の会の の方に協力を き、対象となる事例

の り こしを実施。その後 ういった働きかけが いの

かを適宜 調 をさせて き対 していくこととした。 

( )  

 高次脳機能障害に特 して支援を行っている就労 行支

援事業所や就労 支援事業所のスタッフの協力の 、

に対象となる利用者や い合わせがあったか うかの事

例の り こしを 。 

 また、実際に 職 のリ ーク支援を行っている障害者

職業センターにも協力を き、 後の動きに関して意見

の場を く予定としている。まずは の を

していくことから取り組んでいる であり、 後 の

報告をしていきたい。 

 

 に 

 、 職者の復職に向けた就労 行支援事業所利用の

実 を い、 の と取り組みを報告した。 で

は 題提 の段 であり、 題解決には っていないが、

後 でも就労 行支援事業所の利用が可能となるこ

とで、 場では がある「 業調 を めた復職支

援」「 業への雇用管理 ポート」なにより「当事者の

きこもり 支援」と当事者の就労生活を支える

ことが出 る。それが、 職者の 雇用、障害者雇用の

に がり 業 のメリットも きい。 後 題解決に

向け積極的な取り組みを したい。 

 

【参考文献】 

1) 保 福祉 障がい保 福祉部障がい福祉課：就労

ー スに関する手 き（ ） p.15，（2017） 

2) うつ病リ ーク 会・ 会： 事者向け

スト p.35-37， 会社アクセア（2017） 

 

【連絡先】 

井  

法人クロスジョブ クロスジョブ  

e-mail： a ui@ rossjo .or.jp 
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アシスティブテクノロジー（ＡＴ）を活用した高次脳機能障害者の就労支援 
職業センターでの  

 

井上 満佐美（障害者職業総合センター職業センター開発課 障害者職業カ ンセラー） 

井 一 （障害者職業総合センター職業センター開発課） 
 

 に 

障害者職業総合センター職業センター（以下「職業セン

ター」という。）では、高次脳機能障害を有する 職者を

対象とした職場復帰支援プログラムと求職者を対象とした

就職支援プログラム（２つのプログラムを総 して以下

「支援プログラム」という。）の実施により、障害理解の

、障害の補完手段と対 行動 得のための支援 法を

開発し、 障害者職業センターをはじめとする の就

労支援機関等に対して伝 ・ を行っている。 

支援プログラムでは、対象者のアセスメント 果をもと

に具体的な補完手段を提案し、効果のあったものを り

し実践するなかで補完手段の定 を図ってきた。しかし、

補完手段によっては、認知的な負担があること等から定

が難しい場合もあり、新たな取組が求められている1)。 

こうした 、情報通信 の ・発 は目 ましく、

モ イル （ ・Ｐ スマートフォン）を

保有している は 95.7 、パソコンを保有している

は 74.0 に している 2)。障害を支援する機器や

はアシス ブ クノロジー（以下「ＡＴ」という。）と

れ、特別支援教育や就労支援 3)において、ＡＴを活用

した支援が広まっている。 

本発表では、ＡＴを活用した支援について、 の

を めて概 するとともに、支援事例を する。 後

に、 時点での課題と 後の方向性について報告する。 

 

 ＡＴを活用した について 

(1) 能 に するＡＴの活用について 

粂田（2008）4)は、障害者向けに開発された機器だけで

なく、一般向けに されている機器・用具が高次脳機能

障害による 題を解決するために利用できると べ、スケ

ジュール管理に を利用した事例を している。 

支援プログラム 講者のなかにも、スケジュール機能や

タイマー機能を効果的に活用している者がいる。 

(2) の  

岡（2013）5)は、特別支援教育における 本的な え方

が、３つの点で変 していることを指 し（表 ）、それ

に合わせてＡＴを活用する必要があると べている。この

ことは就労支援でＡＴを活用するときも であると え

られる。 

 

 

表  に ける基本的な考え方の変  

変  変 の概要 

 性と う す

さ る 

能力  （ コン 電話など）を使いこなし

たうえでの フォーマンスで の能力を

する 

方法 で 題を え 題 の を

にする 

 

３ 事例  

(1) タッ ー ードの手 ルを活用した事例 

ア Ａさんの概要 

40歳代、男性、脳 による高次脳機能障害（ ） 

イ アセスメント結果 

ーク ンプル （以下「MWS」という。）「文

書入力」を行ったところ、見本文の漢字が とん 読めず、

漢字に りがなを る必要があった。また、かなをローマ

字に変 するのに時間がかかることがあった。 

職場復帰後の想定職務を事業所に確認したところ、「報

告書の作成業務」が げられた（表２）。 

 

表  報 の作成業務 の概要 

作業の概要 （ ）と 報（ o d）を とに報

（ ）を作成する 

必要なス ル を び 報 に ーストする 

報 文 をコ ーし 報 に ース

トする（ た な文 を入力する） 

場 などを入力する 

 

以上のことから、文字（特に漢字）入力の自 度を向上

させることが課題となった。 

ウ 提案した補完手段 

(ｱ) ーマ 表の  

パソコンの にローマ字表を てかけ、Ａさんが 時確

認できるようにした。ローマ字変 に う時は 時ローマ

字表を確認することで、時間 につながった。 

(ｲ) タッ ー ードの手 ルの活用 

タッ ー ー の手書きパネルは、マ スな を使っ

て手書きで文字を入力できる機能である。形を模 できれ

、 補となる文字が表示され、選択して入力できること

から、Ａさんにも利用可能と え、提案することにした。 
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提案にあたり、口頭説明では伝わりにくいことが予想さ

れたため、やり方をスタッフが実演したところ、Ａさんは

提案をすぐに理解し、取り組むことができた。 

エ その後の経過 

MWS「文書入力」を実施し、分からない漢字を手書き

パネルで入力する練習を行ったのちに、事業所の協力を得

て「報告書の作成業務」に模擬的に取り組んだ。形の似て

いる文字（例：力（ちから）／カ（カタカナ））を間違え

ることはあるが、独力で報告書を作成することができた。 

見本を見て定型的な入力作業を行うことが可能となった

ことから、事業所は復職後の職務に「データ入力」を追加

することを決定。Ａさんの仕事の幅を広げることができた。 

(2) スマートフォンで情報管理した事例 

ア Ｂさんの概要 

30歳代、男性、脳出血による高次脳機能障害（注意障害、

記憶障害、病識低下）・身体障害（左上下肢） 

イ アセスメント結果 

事業所に職場復帰後の想定職務を確認したところ、明確

ではないものの本社スタッフ部門での復職を予定しており、

必要な能力が以下のように示された（図）。 

 

・Ｐ（計画）Ｄ（実践）Ｃ（検証）サイクルによる業務遂行

能力 

・ワード・エクセルなど基本的なＰＣ操作 

・電話によるコミュニケーション 

・グループでのコミュニケーション及び議事録作成 

図 復職に際して必要な能力 

 

Ｂさんは左上肢に麻痺があり、書字の際に紙を押さえる

ことができないため、字形が崩れ、後で読み間違えること

があった。メモを取ることに身体的な負担も感じており、

業務遂行上必要な情報管理を、正確かつ負担感なく行う方

法を検討することが課題となった。 

ウ 提案した補完手段 

(ｱ) スマートフォンに情報を集約する 

Ｂさんはもともとスマートフォンの各種アプリケーショ

ン（以下「アプリ」という。）を使って情報を管理してい

た（表３）。スマートフォンの使用はメモを取ることによ

る身体的な負担の軽減にもつながるため、スマートフォン

の活用を積極的に支援することとした。 

 

表３ 使用した主なアプリ 

アプリ 目的 

To-do タスクの管理 

カレンダーアプリ スケジュールの管理 

マインドマップアプリ 考えていることの整理 

(ｲ) 入力方法の変更 

スマートフォンへの入力は、フリック入力を使用した。

また、さらに負担を軽減する目的で、音声入力について情

報提供した。 

エ その後の経過 

Ｂさんは支援プログラム終了からおよそ２か月後、業務

の進捗管理担当として職場復帰した。 

職場では、スケジュールやタスクはOutlook（Microsoft

のスケジュール管理ソフト）に入力し、部署内で共有して

いる。また、社外ではスマートフォンで情報を入力するこ

ともあるが、必ずOutlookに情報を集約している。スケ

ジュールは時間になるとポップアップ表示するように設定

し、次の予定を参照しやすいようにしている。 

このようにパソコンとスマートフォンを適宜使い分けて

職務にあたっている。 

 

４ 課題と今後の方向性 

(1) 課題 

ア ＡＴの活用を提案する段階 

支援者がＡＴの活用を提案する場合、支援者自身がＡＴ

でできることや支援事例を知っていること、対象者の困り

感に合わせて提案できることが求められる。 

イ ＡＴを身につける段階 

記憶障害のある高次脳機能障害者に新たな事柄を学習さ

せることは一般的に困難である。効果的に支援するための

工夫点や留意点を明らかにしておくことが必要である。 

ウ ＡＴを職場で使う段階 

職場復帰を目指す事例では、職場復帰後の職場環境を確

認したうえで導入するＡＴを選択する必要がある。 

(2) 今後の方向性 

ＡＴを活用した高次脳機能障害者の就労支援の概要、実

施方法、実施上の工夫や留意事項、支援事例等を取りまと

めた実践報告書を令和２年３月に発行する予定である。 
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